
令和８年４月、水巻交番管内にあるスーパーマーケットにおいて

万引き常習犯である女性を水巻交番員が現行犯逮捕しました。

盗品はバスタオルなどでした。

いかなる商品でも故意にレジを通さず退店すれば万引きです。

万引きは窃盗罪であり「１０年以下の拘禁刑もしくは５０万円以下

の罰金」を科す重大な犯罪です。

店舗等で不審な人物を見つけた場合は、１１０番通報をするなど

の情報提供をお願いします。

令和８年５月号 １１０番は緊急電話 相談ごとは♯９１１０水巻交番だより
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今年の4月１日から自転車に青切符（反則金制度）が導入され

ました。信号無視や一時不停止、スマホ等のながら運転の違反は悪

質・危険な行為とみなされれば青切符の対象となります。

自転車は道路交通法上は車両です。「ちょっとだけ、今だけ」が重

大な事故を招きます。

手軽で便利な分、自分も簡単に加害者になりえるという自覚を持

ち、安全運転を心がけましょう。

僕との約束だよ

車上ねらい 0 物件 24

自転車盗 1 人身 9

オートバイ盗 1

自販機ねらい 0

侵入盗 1

その他盗難 6

性犯罪等 0

水巻交番管内

４月中事件・事故発生状況

（令和8年４/1～４/20現在）


